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一

は
じ
め
に

廣
池
春
子
（
以
下
、
春
子
）
は
廣
池
千
九
郎
（
以
下
、
千
九
郎
）
の
妻

と
し
て
、
経
済
的
な
苦
難
の
時
も
愚
痴
ひ
と
つ
こ
ぼ
す
こ
と
な
く
家
政
を

切
り
盛
り
し
、
黙
っ
て
夫
を
支
え
続
け
た
献
身
的
な
妻
と
い
う
イ
メ
ー
ジ

が
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、「
廣
池
千
九
郎
の
妻
」
と
い
う
肩
書
が
常
に

つ
き
ま
と
い
、
一
人
の
人
間
と
し
て
の
廣
池
春
子
像
は
見
過
ご
さ
れ
て
き

た
感
が
あ
る
。
春
子
が
「
千
九
郎
の
妻
」
で
あ
る
よ
う
に
、
千
九
郎
は

「
春
子
の
夫
」
で
あ
っ
て
、
お
互
い
の
人
生
に
影
響
を
与
え
て
い
る
。
ま

た
、
春
子
に
は
妻
と
し
て
の
一
面
だ
け
で
な
く
、
四
人
の
子
の
母
で
あ

り
、
両
親
に
と
っ
て
は
娘
で
あ
り
、
大
切
な
誰
か
の
友
で
あ
り
、
好
敵
手

で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
様
々
な
面
を
も
っ
た
独
立
し
た
個
人
で
あ
る
。

本
稿
で
は
、
春
子
の
実
像
を
描
く
基
礎
研
究
と
し
て
、
春
子
の
系
譜
を
明

ら
か
に
し
、
家
風
等
が
与
え
た
影
響
に
つ
い
て
考
察
し
た
い
。

春
子
の
出
自
に
つ
い
て
明
ら
か
に
な
っ
て
い
る
の
は
、『
思
ひ
出
』
で

自
ら
の
生
い
立
ち
を
語
っ
て
い
る
内
容
お
よ
び
、
千
九
郎
が
博
士
号
を
取

得
し
た
際
の
報
道
記
事
や
、
千
九
郎
の
日
記
、
千
九
郎
に
関
す
る
伝
記
類

に
お
い
て
春
子
の
出
自
が
語
ら
れ
て
い
る
も
の
と
、
福
岡
県
上
毛
郡
宇
野

村
の
除
籍
謄
本
が
あ
る
程
度
で
あ
る
。『
思
ひ
出
』
の
記
述
は
春
子
研
究

の
基
本
資
料
で
あ
り
、
短
い
も
の
で
も
あ
る
の
で
、
左
に
引
用
す
る
。



私
は
大
分
県
中
津
市
、
奥
平
十
万
石
の
藩
士
、
二
百
石
取
、
角
半
衛
の

長
女
と
し
て
明
治
三
年
十
一
月
に
生
れ
ま
し
た
。
丁
度
徳
川
家
が
十
五

代
将
軍
を
以
て
没
落
し
、
武
家
は
改
易
と
な
っ
て
、
角
家
も
二
百
石
の

格
式
か
ら
解
放
さ
れ
ま
し
た
の
で
、
そ
れ
か
ら
の
両
親
の
苦
労
は
一
方

な
ら
ず
、
中
津
の
邸
宅
を
引
払
っ
て
山
国
川
を
南
に
一
里
半
、
宇
野
村

と
い
う
農
村
に
在
宅
し
て
一
家
を
た
て
る
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。
養
蚕

と
茶
の
製
造
、
野
山
の
開
墾
に
は
人
を
頼
み
、
な
れ
ぬ
生
業
に
苦
労
は

し
な
が
ら
も
、
次
々
と
生
れ
た
三
人
の
弟
達
と
楽
し
く
成
長
致
し
ま
し

た
。

こ
こ
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、
春
子
は
明
治
三
年
に
奥
平
藩
の
藩
士
、
角

半
衛
の
長
女
と
し
て
生
ま
れ
、
三
人
の
弟
と
一
緒
に
育
っ
た
。
ま
た
、
そ

れ
を
補
足
す
る
情
報
と
し
て
、
千
九
郎
が
博
士
号
を
授
与
さ
れ
た
時
の
読

売
新
聞
記
事
に
は
、
角
家
が
家
老
に
次
ぐ
御
供
番
の
家
柄
で
あ
っ
た
こ
と

も
記
さ
れ
て
い
る
。
同
様
の
記
述
は
『
伝
記

廣
池
千
九
郎
』
に
も
み
ら

れ
、「
奥
平
藩
の
旧
藩
士
角
半
衛
・
え
い
の
長
女
と
し
て
明
治
三
年
十
月

二
十
七
日
に
中
津
町
に
出
生
し
た
。
角
家
は
、
徳
川
時
代
に
は
、
士
分
と

し
て
は
上
士
、
す
な
わ
ち
上
層
階
級
で
あ
り
、
代
々
知
行
高
二
百
石
の
馬

回
役
で
あ
っ
た
」
と
あ
る
。

江
戸
時
代
に
お
け
る
角
家
の
身
分
が
士
族
の
な
か
で
も
上
層
階
級
で
あ

っ
た
こ
と
は
ほ
ぼ
間
違
い
な
い
。
上
級
士
族
の
出
身
と
い
う
こ
と
で
、
藩

政
資
料
中
に
痕
跡
を
求
め
た
と
こ
ろ
、
中
津
市
立
小
幡
記
念
図
書
館
（
以

下
、
中
津
図
書
館
）
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
「
御
家
中
系
図
」（
以
下
、「
系

図
」）
に
た
ど
り
着
い
た
。
そ
の
他
、
慶
長
明
治
年
間
の
中
津
城
下
絵
図

や
、
藩
庁
の
日
誌
と
思
わ
れ
る
「
記
註
撮
要
」
の
一
部
も
公
開
さ
れ
て
い

る
た
め
、
そ
れ
ら
の
資
料
と
モ
ラ
ロ
ジ
ー
研
究
所
に
お
い
て
収
集
さ
れ
て

き
た
各
種
調
査
資
料
と
を
比
較
検
討
し
、
春
子
の
系
譜
を
明
ら
か
に
し
て

い
き
た
い
。

二

角
家
の
系
譜

本
章
で
は
、
春
子
が
奥
平
家
家
臣
団
の
う
ち
、
ど
の
家
に
連
な
る
の
か

に
つ
い
て
検
討
し
た
い
。

春
子
の
系
譜
は
、
廣
池
家
の
系
譜
調
査
に
付
随
し
て
調
査
さ
れ
た
と
み

ら
れ
、
い
く
つ
か
の
記
録
が
残
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
中
の
一
つ
に
、
角
家

の
除
籍
謄
本
の
写
し
が
あ
る
。
こ
れ
は
昭
和
四
十
一
年
（
一
九
六
六
）、

塚
谷
哲
郎
氏
が
中
津
の
本
庄
宝
司
氏
に
依
頼
し
て
入
手
し
た
も
の
だ
。

こ
の
除
籍
謄
本
に
よ
る
と
、
角
一
家
は
明
治
二
十
二
年
（
一
八
八
九
）

十
一
月
二
十
九
日
に
福
岡
県
上
毛
郡
宇
野
村
一
一
一
五
（
現
在
の
福
岡
県

築
上
郡
上
毛
町
大
字
宇
野
一
一
一
五
）
か
ら
神
奈
川
県
橘
樹
郡
御
幸
村
大

字
南
河
原
六
二
二
番
地
（
現
在
の
神
奈
川
県
川
崎
市
）
へ
と
転
籍
し
て
い

る
。
転
籍
当
時
の
戸
主
は
春
子
の
弟
文
次
で
あ
り
、
明
治
十
七
年
（
一
八

八
四
）
に
父
の
半
衛
か
ら
生
前
相
続
し
て
い
る
。
ま
た
、
戸
籍
の
最
年
長

者
は
天
保
元
年
（
一
八
三
〇
）
九
月
三
日
生
ま
れ
の
文
次
や
春
子
の
祖
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母
・
ト
ウ
で
、
神
奈
川
に
転
籍
し
た
際
に
は
存
命
中
だ
っ
た
よ
う
だ
。
ト

ウ
は
祖
父
・
渉
園
の
妻
、
山
三
郎
の
二
女
と
書
か
れ
て
お
り
、
春
子
の
祖

父
は
渉
園
、
祖
母
方
の
曽
祖
父
は
山
三
郎
と
い
う
名
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ

か
る
。

つ
ま
り
、
公
的
記
録
に
よ
り
春
子
の
出
自
を
証
明
で
き
る
最
古
の
人
物

は
、
祖
母
方
で
は
あ
る
が
曽
祖
父
・
山
三
郎
で
あ
る
。
山
三
郎
｜
渉
園
｜

半
衛
の
流
れ
は
確
実
で
あ
る
の
で
、
こ
の
三
者
を
「
系
図
」
に
求
め
た

い
。奥

平
藩
で
は
、
享
保
二
年
（
一
七
一
七
）
に
宮
津
よ
り
中
津
へ
と
転
封

さ
れ
た
後
、
享
保
七
年
（
一
七
二
二
）
に
藩
士
ら
に
先
祖
書
を
提
出
さ

せ
、
そ
れ
ら
を
も
と
に
系
図
を
作
成
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
文
化
三
年

（
一
八
〇
六
）、
嘉
永
三
年
（
一
八
五
〇
）
に
系
図
は
改
訂
さ
れ
、
上
士
の

家
系
に
つ
い
て
は
藩
の
記
録
と
し
て
残
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
系
図
は

中
津
図
書
館
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
が
、
維
新
の
混
乱
期
に
散
逸
し
た
ら
し

く
、
一
部
抜
け
が
あ
り
不
完
全
な
状
態
で
あ
る
。

所
蔵
さ
れ
た
系
図
の
中
に
は
角
半
右
衛
門
と
角
喜
兵
衛
と
い
う
角
姓
を

名
乗
る
家
が
二
家
あ
っ
た
が
、
ど
ち
ら
の
系
図
に
も
半
衛
お
よ
び
渉
園
の

名
は
含
ま
れ
て
お
ら
ず
、
春
子
に
連
な
る
直
接
的
な
情
報
は
見
い
だ
せ
な

か
っ
た
。
そ
こ
で
、
他
の
資
料
も
用
い
な
が
ら
家
臣
中
に
角
姓
を
名
乗
る

家
が
他
に
も
存
在
し
な
い
か
確
認
し
、
春
子
の
先
祖
に
あ
た
る
家
系
を
探

っ
て
ゆ
く
。

藩
政
資
料
の
多
く
は
、
半
田
隆
夫
氏
ら
の
尽
力
に
よ
り
『
中
津
藩

歴

史
と
風
土
』
第
一
〜
十

１
）

八
輯
と
し
て
公
開
さ
れ
て
い
る
。
公
開
済
み
の
藩

政
資
料
に
は
、「
系
図
」
と
同
じ
く
代
々
当
主
が
半
右
衛
門
も
し
く
は
三

郎
兵
衛
を
名
乗
る
家
と
、
喜
兵
衛
を
名
乗
る
伴
番
格
の
二
家
し
か
見
当
た

ら
な
か
っ
た
。
下
士
の
中
に
も
角
姓
を
名
乗
る
家
は
な
か
っ
た
よ
う
だ
。

ま
た
、
慶
応
〜
明
治
初
期
に
お
け
る
中
津
城
下
町
の

２
）

絵
図
に
も
、
角
姓

の
家
は
二
軒
し
か
記
載
さ
れ
て
お
ら
ず
、
角
半
エ
□
（
判
読
不
能
）・
宗

二
郎
と
角
喜
兵
エ
の
二
家
で
あ
り
、
藩
政
資
料
と
も
一
致
す
る
。
単
純
に

考
え
る
な
ら
ば
、
こ
の
二
家
の
う
ち
一
方
が
春
子
の
系
統
で
あ
り
、
父
半

衛
と
名
前
の
近
い
半
右
衛
門
家
に
連
な
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
半
衛
の
名

も
渉
園
の
名
も
見
当
た
ら
な
い
の
で
確
実
と
は
言
い
難
い
。

そ
こ
で
、
時
期
は
異
な
る
が
昭
和
二
年
（
一
九
七
七
）
に
発
行
さ
れ
た

文
献
で
、
天
保
義
社
と
い
う
中
津
奥
平
藩
旧
藩
士
が
組
織
し
た
自
助
組
織

の
弔
慰
金
受
給
資
格
者

３
）

名
簿
で
も
確
認
し
た
い
。
中
津
藩
で
は
天
保
七
年

（
一
八
三
六
）
〜
天
保
十
年
（
一
八
三
九
）
の
三
年
間
に
起
こ
っ
た
凶
作

と
飢
饉
の
た
め
藩
財
政
は
危
機
に
瀕
し
、
藩
士
よ
り
禄
高
に
応
じ
て
俸
禄

の
一
部
を
借
り
上
げ
て
乗
り
切
っ
た
経
緯
が
あ
る
。
天
保
義
社
と
は
、
そ

の
残
金
を
旧
藩
士
の
死
亡
時
に
弔
慰
金
と
し
て
返
還
す
る
目
的
で
設
立
さ

れ
た
会
社
組
織
で
あ
る
。

こ
の
弔
慰
金
受
給
資
格
者
名
簿
が
作
成
さ
れ
た
正
確
な
時
期
は
わ
か
ら

な
い
が
、
大
正
十
五
年
（
一
九
二
六
）
九
月
二
十
五
日
ま
で
の
収
支
記
録

も
掲
載
さ
れ
て
い
る
た
め
、
そ
の
頃
の
も
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
総
計
一

六
〇
四
名
（
戸
主
ま
た
は
世
帯
主
）
の
旧
奥
平
藩
士
の
本
籍
地
お
よ
び
現
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住
所
等
が
地
域
単
位
で
記
載
さ
れ
て
い
る
。
明
治
十
七
年
（
一
八
八
四
）

三
月
現
在
の
天
保
義
社
の
記
録
で
は
一
六
二
一
名
が
登
載
さ
れ
て
い
た
と

い
う
の
で
、
四
十
二
年
と
い
う
年
月
は
経
過
し
て
い
る
が
、
旧
藩
士
族
ほ

と
ん
ど
の
動
向
を
把
握
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
一
六
〇
四
名
の
藩
士

の
う
ち
角
姓
を
名
乗
る
人
物
は
、「
大
分
県
各
郡
市
（
除
下
毛
郡
）」
在
住

の
角
恒
吉
、「
東
京
、
水
戸
、
横
浜
方
面
」
在
住
の
角
文
次
の
二
名
で
あ

っ
た
。
こ
こ
で
も
や
は
り
角
姓
は
二
家
の
み
で
あ
り
、
そ
の
う
ち
の
角
文

次
は
明
ら
か
に
春
子
の
弟
で
あ
り
、
当
時
の
角
家
当
主
で
あ
っ
た
文
次
で

あ
る
。
一
方
の
角
恒
吉
氏
は
、
昭
和
三
十
二
年
（
一
九
五
七
）
に
浅
野
栄

一
郎
氏
が
中
津
で
行
っ
た
聞
き
取
り
調
査
の
際
に
、
春
子
と
は
縁
故
関
係

の
な
い
角
奔
平
｜
恒
吉
父
子
の
存
在
を
確
認
し
て
お
り
、
こ
の
父
子
で
あ

る
可
能
性
が
高
い
。

こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
、
奥
平
藩
に
角
姓
を
名
乗
る
家
臣
は
二
家
の
み
で

あ
り
、
春
子
の
祖
先
は
角
半
右
衛
門
家
か
角
喜
兵
衛
家
の
ど
ち
ら
か
で
あ

る
こ
と
は
間
違
い
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
半
衛
の
名
は

ど
こ
に
も
見
ら
れ
ず
、
そ
の
系
譜
関
係
は
未
だ
判
然
と
し
な
い
。

角
半
衛
の
名
が
除
籍
謄
本
以
外
で
確
認
さ
れ
る
の
は
、
管
見
の
限
り
今

永
正
樹
氏
が
一
九
八
七
年
に
『
豊
前
中
津
旧
藩
士
銘
々
帳
』
と
し
て
出
版

し
た
、
氏
の
家
に
伝
わ
る
古
記
録
の
み
で
あ
る
。
い
つ
の
時
代
の
も
の
か

正
確
な
と
こ
ろ
は
不
明
だ
が
、
旧
藩
士
の
居
住
地
が
記
さ
れ
て
い
る
。
そ

の
中
に
「
宇
野

角
半
衛
」、「
諸
町

角
卉
軒
」
と
、
角
姓
の
藩
士
は
二

人
が
記
載
さ
れ
て
い
る
。
春
子
の
父
は
明
治
維
新
後
に
宇
野
村
に
転
居
し

た
こ
と
が
確
か
で
あ
る
の
で
、「
宇
野

角
半
衛
」
が
春
子
の
父
を
示
し

て
い
る
こ
と
は
間
違
い
な
か
ろ
う
。
ま
た
、
前
出
の
絵
図
を
参
照
す
る

と
、
角
半
エ
□
家
は
片
端
町
に
所
在
し
、
一
方
の
角
喜
兵
衛
家
は
諸
町
に

所
在
し
て
い
る
た
め
、
諸
町
の
角
卉
軒
氏
は
喜
兵
衛
家
の
子
孫
で
あ
る
と

考
え
ら
れ
る
。
逆
に
片
端
町
の
角
半
エ
□
家
が
記
載
さ
れ
て
い
な
い
と
い

う
こ
と
は
、
半
衛
氏
は
半
エ
□
で
あ
り
、
半
右
衛
門
家
の
子
孫
で
あ
る
と

考
え
て
差
し
支
え
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
し
か
し
、
半
衛
氏
も
卉
軒

氏
も
先
祖
代
々
受
け
継
い
で
き
た
当
主
名
を
名
乗
ら
な
か
っ
た
の
は
な
ぜ

だ
ろ
う
か
。
そ
の
答
え
は
廣
池
千
九
郎
の
『
中
津
歴
史
』
に
隠
さ
れ
て
い

る
と
考
え
ら
れ
る
。

『
中
津
歴
史
』
に
よ
る
と
、
明
治
二
年
（
一
八
六
九
）
に
徳
川
氏
追
討

の
命
に
よ
り
出
兵
し
た
一
団
の
中
に
、「
角
喜

４
）

兵
衛
」
が
含
ま
れ
て
い
た

こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
、
明
治
三
年
（
一
八
七
〇
）
の
征
長
の
役
の
際
に

は
、「
角
卉
坪
」
が
物
頭
と
し
て
従
軍
し
た
と
の
記
録
も
あ
る
。
同
様
に
、

「
奥
平
家
兵
学
武
術
師
範
方
系
図
」
の
中
に
も
「
角
卉
坪
」
の
名
は
記
さ

れ
て
お
り
、
年
代
的
に
み
て
明
治
初
期
の
人
物
、
半
衛
や
卉
軒
と
同
世
代

の
人
物
だ
と
思
わ
れ
る
。
こ
れ
ま
で
何
度
も
確
認
し
た
よ
う
に
、
角
姓
の

家
臣
は
半
右
衛
門
家
と
喜
兵
衛
家
し
か
存
在
せ
ず
、「
卉
坪
」
は
「
キ
ヘ

イ
」
と
読
め
る
こ
と
か
ら
、「
角
喜
兵
衛
」
と
「
角
卉
坪
」
は
同
一
人
物

で
あ
る
可
能
性
が
高
い
た
め
、
明
治
二
年
〜
三
年
の
間
に
改
名
し
た
と
考

え
ら
れ
る
。

こ
こ
で
問
題
に
な
る
の
は
、『
豊
前
中
津
旧
藩
士
銘
々
帳
』
の
「
卉
軒
」
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の
存
在
で
あ
る
。「
卉
坪
」
と
「
卉
軒
」
が
同
時
期
に
喜
兵
衛
家
に
い
た

と
考
え
る
よ
り
は
、
ど
ち
ら
か
が
表
記
の
誤
り
だ
と
考
え
る
方
が
妥
当
で

は
な
か
ろ
う
か
。
ま
た
、
同
じ
く
表
記
の
誤
り
と
考
え
ら
れ
る
の
は
、
浅

野
氏
が
中
津
で
行
っ
た
聞
き
取
り
調
査
の
際
に
、
奔
平
｜
恒
吉
父
子
と
い

う
春
子
と
は
血
縁
関
係
に
な
い
角
姓
の
人
物
が
い
る
と
の
情
報
で
あ
る
。

前
述
の
通
り
、
角
恒
吉
の
名
は
弔
慰
金
受
給
者
資
格
名
簿
に
も
掲
載
さ
れ

て
い
る
こ
と
か
ら
、
喜
兵
衛
家
の
末
裔
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
文
次
と
恒
吉

は
同
世
代
で
あ
る
か
ら
、
父
親
の
奔ほん
平ぺい
は
卉き
軒けん
、
卉き
坪へい
と
同
世
代
と
い
う

こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
こ
の
三
者
は
、
全
て
同
一
人
物
と
考
え
ら
れ
、
読

み
か
ら
考
え
て
「
卉
坪
」
が
正
し
い
表
記
で
あ
ろ
う
。
喜
兵
衛
氏
が
卉
坪

に
改
名
し
た
の
は
、
明
治
時
代
に
入
り
官
名
お
よ
び
国
名
を
通
称
と
し
て

用
い
る
こ
と
が
禁
じ
ら

５
）

れ
た
か
ら
だ
と
思
わ
れ
る
。
実
際
に
禁
令
が
出
さ

れ
た
の
は
明
治
四
年
の
こ
と
で
あ
る
が
、
そ
れ
以
前
に
も
改
名
を
推
進
す

る
よ
う
な
風
潮
が
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

喜
兵
衛
氏
が
兵
衛
と
い
う
官
名
を
用
い
る
の
を
や
め
た
よ
う
に
、
半
右

衛
門
氏
も
右
衛
門
と
い
う
官
名
の
使
用
を
避
け
て
明
治
期
に
半
衛
に
改
名

し
た
と
考
え
れ
ば
、
藩
政
資
料
等
に
名
前
を
見
出
せ
な
い
こ
と
も
説
明
が

つ
く
。

三

角
半
右
衛
門

前
章
で
検
討
し
た
よ
う
に
、
奥
平
家
に
仕
え
た
家
臣
の
中
に
角
姓
を
名

乗
る
家
は
、
角
半
右
衛
門
家
と
角
喜
兵
衛
家
の
二
家
の
み
で
あ
り
、
喜
兵

衛
家
は
春
子
と
血
縁
関
係
に
な
い
卉
坪
｜
恒
吉
父
子
の
家
系
で
あ
る
と
考

え
ら
れ
る
。
そ
こ
で
本
章
で
は
、
半
衛
｜
春
子
父
子
は
半
右
衛
門
の
家
系

で
あ
る
と
仮
定
し
て
、「
系
図
」
を
も
と
に
半
右
衛
門
家
の
系
統
関
係
を

春
子
ま
で
辿
っ
て
み
た
い
。
幸
い
角
家
の
系
図
に
関
し
て
は
先
祖
書
も
含

め
全
て
揃
っ
て
お
り
、
嘉
永
三
年
に
改
訂
さ
れ
た
記
録
ま
で
は
連
続
し
て

確
認
で
き
た
。

角
半
右
衛
門
家
の
祖
は
三
郎
兵
衛
重
治
と
い
い
、
近
江
の
生
ま
れ
で
あ

図
一

角
半
右
衛
門
家
家
系
図
（
奥
平
藩
「
御
家
中
系
図
」
よ
り
作
成
）

春子の出自に関する基礎的研究



る
。
始
め
は
蒲
生
下
野
守
忠
郷
に
仕
え
て
い
た
も
の
の
、
寛
永
十
四
年

（
一
六
三
七
）、
奥
平
忠
昌
（
玄
光
院
）
の
時
代
に
野
州
宇
都
宮
に
お
い
て

奥
平
藩
に
仕
官
し
、
一
五
〇
石
で
召
抱
え
ら
れ
て
い
る
。
三
郎
兵
衛
は
長

男
・
半
右
衛
門
重
純
に
家
督
を
譲
り
、
二
男
・
喜
兵
衛
重
猶
も
禄
を
分
割

し
て
分
家
さ
せ
て
い
る
の
で
、
半
右
衛
門
家
と
喜
兵
衛
家
は
元
来
祖
を
同

じ
く
す
る
家
系
で
あ
っ
た
よ
う
だ
。
三
郎
兵
衛
重
治
か
ら
家
督
を
譲
ら
れ

た
重
純
は
半
右
衛
門
を
名
乗
り
、
そ
の
子
重
哉
も
半
右
衛
門
の
名
を
継
い

で
い
る
。
重
純
の
代
の
寛
文
六
年
（
一
六
六
六
）
に
五
〇
石
の
加
増
を
受

け
、
禄
高
は
二
〇
〇
石
に
達
し
た
。

三
代
目
の
半
右
衛
門
重
哉
は
子
宝
に
恵
ま
れ
、
四
男
三
女
を
も
う
け
て

い
る
が
、
そ
れ
ぞ
れ
男
児
は
他
の
伴
番
格
の
家
に
養
子
に
出
さ
れ
、
娘
も

同
じ
く
伴
番
格
の
家
に
嫁
い
で
い
る
。
時
代
が
降
る
に
つ
れ
て
分
家
相
続

は
困
難
に
な
り
、
次
男
以
下
の
男
子
は
本
家
で
厄
介
に
な
る
か
他
家
の
養

子
に
な
る
よ
り
他
途
は
な
く
、
こ
う
し
た
縁
組
は
代
々
行
わ
れ
て
い
る
。

他
家
に
お
い
て
も
そ
れ
は
同
様
で
あ
り
、
上
士
の
家
は
必
ず
と
い
っ
て
よ

い
ほ
ど
ど
こ
か
で
縁
戚
関
係
の
あ
る
間
柄
だ
と
い
え
る
。
四
代
目
の
半
五

兵
衛
重
賢
、
五
代
目
・
半
右
衛
門
重
時
、
六
代
目
・
半
五
兵
衛
重
倫
、
七

代
目
・
三
郎
兵
衛
重
敬
、
八
代
目
・
山
三
郎
重
遠
、
九
代
目
・
三
郎
兵
衛

重

と
続
く
が
、
角
家
で
も
何
度
か
養
子
を
迎
え
て
お
り
家
を
存
続
さ
せ

る
こ
と
は
容
易
で
な
い
と
い
う
こ
と
が
よ
く
わ
か
る
。

系
図
」
で
辿
れ
る
最
後
の
当
主
で
あ
る
九
代
目
の
三
郎
兵
衛
重

も
、

伴
番
格
の
古
宇
田
三
八
家
か
ら
養
子
に
迎
え
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
妻
と
な

っ
た
の
は
八
代
目
の
山
三
郎
重
遠
の
妹
で
あ
る
。
山
三
郎
重
遠
の
妹
は
彼

の
養
女
と
な
り
三
郎
兵
衛
重

と
結
婚
し
た
。
嘉
永
三
年
（
一
八
五
〇
）

時
点
に
お
い
て
、
二
人
の
間
に
は
謙
太
郎
と
荘
二
郎
と
い
う
二
人
の
息
子

が
い
た
こ
と
が
系
図
か
ら
読
み
取
れ
る
。
半
衛
は
弘
化
元
年
（
一
八
四

四
）
の
生
ま
れ
で
あ
る
の
で
、
こ
の
時
す
で
に
生
ま
れ
て
い
る
。
年
代
的

に
み
て
お
そ
ら
く
謙
太
郎
は
半
衛
の
幼
名
で
あ
ろ
う
。
謙
太
郎
の
祖
父
は

山
三
郎
重
遠
で
あ
る
が
、
重
遠
の
娘
（
実
妹
で
養
女
）
が
婿
養
子
を
迎
え

て
い
る
た
め
母
方
の
祖
父
と
い
う
こ
と
に
も
な
る
。
こ
の
関
係
は
除
籍
謄

本
の
記
載
と
一
致
し
て
お
り
、
山
三
郎
｜
渉
園
・
ト
ウ
｜
半
衛
｜
春
子
の

関
係
を
裏
付
け
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

ま
た
、
前
出
の
絵
図
に
は
「
角
半
エ
□
・
宗
二
郎
」
と
あ
っ
た
こ
と
か

ら
、
幕
末
〜
明
治
初
期
に
は
弟
の
荘
二
郎
も
同
居
し
て
い
た
こ
と
が
う
か

が
え
る
。「
ソ
ウ
」
の
字
が
異
な
る
が
、
当
時
は
同
音
異
字
を
当
て
る
こ

と
も
珍
し
く
な
い
た
め
、
同
一
人
物
と
み
て
間
違
い
な
か
ろ
う
。
こ
の
絵

図
が
描
か
れ
た
時
に
は
す
で
に
半
衛
が
家
督
を
相
続
し
て
お
り
、
十
代
目

の
当
主
と
し
て
明
治
の
御
代
を
迎
え
た
と
考
え
ら
れ
る
。「
系
図
」、
除
籍

謄
本
、
絵
図
の
情
報
が
一
致
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、
半
右
衛
門
家
が
春

子
の
先
祖
の
系
譜
だ
と
い
う
説
を
肯
定
で
き
る
。

と
こ
ろ
で
、
角
家
が
属
し
た
伴
番
は
ど
の
よ
う
な
地
位
に
あ
っ
た
の
だ

ろ
う
か
。
中
津
藩
の
組
織
に
関
す
る
記
録
は
福
沢
諭
吉
の
『
旧
藩
情
』、

お
よ
び
廣
池
千
九
郎
の
『
中
津
歴
史
』
に
詳
し
い
。
こ
れ
ら
の
記
録
に
よ

れ
ば
、
中
津
藩
で
は
身
分
制
度
が
大
変
は
っ
き
り
し
て
お
り
、
士
族
は
上
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士
と
下
士
と
に
大
別
さ
れ
、
さ
ら
に
細
分
す
れ
ば
数
十
の
階
級
が
存
在
し

た
と
い
う
。
そ
の
中
の
最
高
位
は
「
大
身
」
と
い
い
、
約
一
四
三
六
戸
存

在
す
る
う
ち
の
一
三
戸
（
嘉
永
六
年
五
月
改
正
の
分
限
帳
に
よ
る
）
が
相

当
し
、
禄
高
は
二
六
〇
〇
〜
八
〇
〇
石
程
度
、
交
替
で
家
老
職
や
隊
長
職

を
務
め
た
。
大
身
の
下
に
は
、「
大
身
並
」
一
戸
、「
寄
合
格
」
二
戸
が
あ

る
が
、
こ
れ
ら
の
家
は
用
人
に
は
任
用
さ
れ
る
も
の
の
、
家
老
職
に
就
く

こ
と
は
な
い
。

そ
の
下
に
は
「
伴
番
」
一
五
二
戸
、「
家
中
」
四
三
戸
、「
小
姓
」
八
二

戸
が
続
く
が
、
伴
番
と
家
中
と
の
間
に
は
大
き
な
差
が
あ
る
。
伴
番
は
用

人
職
ま
で
昇
る
こ
と
も
で
き
る
が
、
家
中
以
下
は
諸
奉
行
が
最
高
位
で
あ

る
。
ま
た
、
伴
番
は
大
身
と
自
由
に
婚
姻
を
結
ぶ
こ
と
が
で
き
る
が
、
家

中
お
よ
び
小
姓
は
大
身
か
ら
嫁
を
娶
る
こ
と
は
で
き
て
も
、
娘
を
嫁
が
せ

る
こ
と
は
で
き
な
い
な
ど
の
制
限
も
あ
っ
た
。
そ
の
他
、
装
束
に
関
し
て

も
家
格
に
よ
っ
て
細
か
な
決
め
事
が
あ
っ
た
よ
う
だ
。
伴
番
の
禄
高
は
五

六
〜
五
〇
〇
石
ま
で
開
き
が
あ
る
が
、
二
〇
〇
〜
三
〇
〇
石
の
家
が
最
も

多
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
以
上
の
六
格
が
上
士
に
相
当
し
、
そ
の
下
に

「
儒
者
」
二
戸
、「
医
師
」
四
九
戸
、「
祐
筆
」、「
厩
方
」
二
三
戸
、「
供
小

姓
」
二
四
五
戸
、「
小
役
人
」
二
二
〇
戸
、「
組
外
」
一
三
六
戸
、「
組
」

四
六
八
戸
、「
帯
刀
」「
仲
間
」
三
二
七
人
で
構
成
さ
れ
て
い
た
。

元
来
、
伴
番
は
藩
主
江
戸
参
府
の
折
の
供
に
旅
費
が
支
給
さ
れ
な
か
っ

た
た
め
、
家
臣
の
う
ち
二
〇
〇
石
以
上
の
者
が
供
を
務
め
た
こ
と
か
ら
伴とも

番ばん
の
名
が
つ
い
た
と
い
う
。
角
家
は
身
分
も
高
く
、
比
較
的
高
禄
の
家
で

あ
っ
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
生
活
の
実
態
は
か
な
り

厳
し
か
っ
た
と
推
察
さ
れ
る
。

中
津
奥
平
藩
で
は
な
い
が
、
山
川
菊
栄
は
『
武
家
の
女
性
』
に
お
い

て
、
水
戸
藩
士
の
格
式
と
内
実
を
以
下
の
よ
う
に
語
っ
て

６
）

い
る
。

水
戸
藩
士
約
千
人
の
う
ち
、
百
石
以
下
が
七
百
人
、
こ
の
百
石
以
下

の
平
士
は
内
職
を
許
さ
れ
て
い
ま
し
た
し
、
禄
だ
け
で
は
生
活
が
で
き

な
い
の
で
、
家
族
も
、
無
役
の
人
は
当
主
ま
で
も
い
ろ
い
ろ
の
内
職
を

し
ま
し
た
。
そ
れ
以
下
の
同
心
（
足
軽
）
と
も
な
れ
ば
、
半
農
半
工
、

田
畑
も
作
り
、
内
職
も
し
て
、
か
ろ
う
じ
て
暮
し
た
の
で
し
た
。
平
士

の
身
分
で
は
、
女
中
は
お
か
な
い
家
が
多
く
て
も
、
家
来
は
な
る
べ
く

お
く
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
し
た
。

百
石
以
下
の
平
氏
の
場
合
で
す
ら
そ
れ
で
、
ま
し
て
百
石
以
上
の
中

士
、
五
百
石
以
上
の
上
士
と
も
な
れ
ば
な
お
さ
ら
面
倒
で
す
。
青
山
の

本
家
の
主
人
延
光
は
中
士
の
身
分
で
し
た
か
ら
、
家
来
三
人
、
女
中
二

人
、
そ
れ
に
馬
一
匹
は
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
外
へ
出
る
に
は
家
来

を
二
人
ず
つ
連
れ
て
い
ま
し
た
。（
中
略
）
百
石
以
上
と
も
な
れ
ば
是

非
と
も
家
来
の
二
、
三
人
は
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
し
た
が
っ
て
女

中
も
必
要
と
な
り
、
ま
す
ま
す
貧
乏
す
る
ほ
か
は
な
か
っ
た
そ
う
で

す
。（
中
略
）

二
百
石
と
も
な
れ
ば
組
子
の
生
活
の
世
話
も
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、

と
き
に
は
呼
ん
で
酒
も
振
舞
う
、
馬
も
飼
い
、
家
来
の
二
、
三
人
も
お

春子の出自に関する基礎的研究



か
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
服
装
武
具
等
す
べ
て
身
分
格
式
に
応
じ
て
相
応

の
も
の
を
整
え
る
必
要
が
あ
り
、
勝
手
に
生
活
を
き
り
つ
め
る
こ
と
が

で
き
な
い
の
で
、
二
百
石
、
三
、
四
百
石
と
い
う
と
こ
ろ
が
、
内
実
は

一
番
苦
し
く
借
金
も
多
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。

御
三
家
と
の
比
較
で
は
藩
の
規
模
も
格
も
異
な
る
が
、
凡
そ
似
た
よ
う

な
状
況
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
春
子
が
『
思
ひ
出
』
の
な
か
で
維
新
後

に
二
〇
〇
石
の
格
式
か
ら
解
放
さ
れ
た
と
述
べ
て
い
る
通
り
、
角
家
も
余

裕
の
な
い
な
か
数
人
の
家
来
や
女
中
を
抱
え
、
内
職
も
許
さ
れ
ず
、
苦
し

い
台
所
事
情
だ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
役
職
に
就
け
ば
役
料
は
支
給

さ
れ
る
が
、
場
合
に
よ
っ
て
は
出
費
の
嵩
む
こ
と
も
あ
っ
た
で
あ
ろ
う

し
、
逆
に
無
役
で
あ
れ
ば
役
料
も
入
ら
ず
や
は
り
生
活
は
苦
し
か
っ
た
に

違
い
な
い
。
福
沢
諭
吉
は
『
旧
藩
情
』
に
お
い
て
「
上
等
の
士
族
は
衣
食

に
乏
し
か
ら
ざ
る
を
以
て
文
武
の
芸
を
学
ぶ
に
余
暇
あ
り
。（
中
略
）
自

か
ら
品
行
も
高
尚
に
し
て
賤
し
か
ら
ず
」
と
述
べ
て
い
る
が
、
実
際
は
生

活
の
余
裕
か
ら
余
暇
が
生
ま
れ
た
と
い
う
よ
り
、
格
式
を
守
る
た
め
に
質

素
倹
約
に
努
め
、
文
武
に
励
む
よ
り
ほ
か
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

さ
て
、
角
家
の
当
主
は
物
頭
、
目
付
、
元
締
め
や
各
種
奉
行
職
な
ど
を

歴
任
し
た
が
、
ど
れ
も
家
格
に
見
合
っ
た
役
職
で
あ
り
、
上
級
武
士
一
般

の
状
況
と
変
わ
り
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
と
り
た
て
て
家
風
に
影

響
す
る
よ
う
な
特
別
な
要
素
は
見
当
た
ら
な
い
。
と
こ
ろ
が
、
寛
政
二
年

（
一
七
九
〇
）
七
月
、
片
端
町
に
藩
校
・
進
修
学
館
が
設
立
さ
れ
る
と
、

八
代
目
・
山
三
郎
重
遠
お
よ
び
九
代
目
当
主
と
な
っ
た
三
郎
兵
衛
重

も

文
政
五
年
（
一
八
二
二
）
三
月
か
ら
進
修
学
館
（
以
後
、
学
館
）
の
塾
長

を
務
め
た
り
、
そ
の
後
も
天
保
九
年
（
一
八
三
八
）
二
月
に
御
目
付
役
を

仰
せ
付
け
ら
れ
る
ま
で
は
館
務
も
司
る
な
ど
、
学
館
と
の
関
わ
り
が
深
か

っ
た
。
こ
の
学
館
は
、
も
と
は
儒
士
の
倉
成
龍
渚
と
野
本
良
右
衛
門
が
野

本
邸
に
て
数
名
の
学
生
に
教
え
て
い
た
と
こ
ろ
、
藩
士
の
黒
田
龍
吾
と
古

宇
田
三
八
ら
が
そ
の
志
に
賛
同
し
て
藩
主
に
藩
学
の
設
立
を
請
い
、
開
設

が
叶
っ
た
。

重

は
古
宇
田
三
八
資
益
の
二
男
で
、
天
保
七
年
（
一
八
三
六
）
四
月

に
角
家
の
養
子
と
な
っ
た
。
学
館
設
立
の
立
役
者
で
あ
る
古
宇
田
三
八
は

重

の
実
父
か
実
祖
父
で
あ
る
。
こ
う
し
た
縁
故
も
塾
長
に
任
命
さ
れ
た

こ
と
と
関
連
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
学
問
の
重
要
性
を
よ
く
理
解
し

た
家
で
生
ま
れ
育
っ
た
こ
と
に
起
因
し
て
い
る
だ
ろ
う
。
ま
た
、
塾
長
を

務
め
ら
れ
る
だ
け
の
教
養
を
身
に
着
け
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
藩
政
を
記

録
し
た
「
記
註
撮
要
」
の
嘉
永
元
年
（
一
八
四
〇
）
十
一
月
二
十
四
日
の

条
に
は
、「
角
三
郎
兵
衛
・
夏
目
雅
太
郎
去
ル
十
五
日
之
記
在
之
候
通
、

詰
講
被

仰
付
候
ニ
付
、
御
礼
願
等
可
差
出
哉
之
旨
伺
在
之
…
…
」
と
あ

る
よ
う
に
、
三
郎
兵
衛
重

が
藩
主
か
大
名
家
の
誰
か
へ
の
講
義
を
す
る

栄
を
賜
っ
た
こ
と
へ
の
御
礼
に
つ
い
て
伺
い
を
た
て
た
様
子
が
記
さ
れ
て

い
る
。
御
前
講
義
か
そ
れ
に
類
す
る
こ
と
を
任
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら

も
、
重

が
ひ
と
か
ど
の
学
者
で
あ
っ
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
の
で
あ

る
。
さ
ら
に
、
古
宇
田
家
は
新
当
流
剣
術
の
師
範
方
を
務
め
る
家
系
で
も
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あ
り
、
文
武
両
道
を
体
現
し
た
人
物
で
あ
っ
た
と
推
察
さ
れ
る
。

学
館
も
文
武
両
道
を
目
指
し
て
藩
士
の
子
弟
は
も
ち
ろ
ん
農
民
や
町
民

に
も
入
学
を
認
め
て
い
た
。
そ
の
教
授
内
容
は
、
素
読
、
漢
学
、
習
字
、

国
学
、
洋
学
、
医
学
（
漢
方
・
洋
方
）、
算
術
、
剣
、
槍
、
柔
、
馬
術
で
、

洋
学
や
西
洋
医
学
の
教
授
も
取
り
入
れ
る
な
ど
開
明
的
な
教
育
内
容
で
あ

る
が
、
根
本
に
は
や
は
り
朱
子
学
が
据
え
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら

学
館
の
学
規
で
は
、
古
人
の
教
え
や
個
人
の
「
深
遠
な
る
」
卓
見
も
認
め

て
お
り
、
朱
子
学
一
辺
倒
と
い
う
わ
け
で
は
な
か
っ
た
様
子
が
う
か
が

７
）

え
る
。
学
館
の
方
針
と
同
じ
く
、
重

自
身
も
柔
軟
で
開
明
的
な
思
想
の

持
ち
主
だ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

系
図
で
は
天
保
十
二
年
（
一
八
四
一
）
九
月
に
目
付
を
御
役
御
免
に
な

っ
た
と
い
う
記
述
を
最
後
に
、
そ
れ
以
降
の
進
退
に
つ
い
て
は
不
明
で
あ

る
。「
記
註
撮
要
」
に
は
安
政
六
年
（
一
八
五
九
）
ま
で
の
記
録
が
残
さ

れ
て
お
り
、
安
政
四
年
（
一
八
五
七
）
九
月
二
十
五
日
、「
船
奉
行
席
ヲ

以
御
目
付
被

仰
付
候
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
船
奉
行
に
加
え
て
目
付
役

に
就
い
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
の
後
、
翌
年
二
月
五
日
に
は
宗
旨
奉

行
も
兼
席
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
が
、
御
役
御
免
の
記
録
が
抜
け
て
い
る

だ
け
か
も
し
れ
な
い
。
と
い
う
の
も
、
目
付
役
を
御
役
御
免
に
な
っ
た
と

い
う
記
録
が
な
い
ま
ま
、
安
政
六
年
（
一
八
五
九
）
八
月
十
八
日
に
は
、

再
び
目
付
仮
役
に
就
任
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
同
日
、
学
館
退
切
と
の

記
録
も
あ
る
が
、
年
末
の
十
二
月
二
十
三
日
に
は
目
付
・
学
館
退
切
と
も

に
御
役
御
免
と
な
っ
て
い
る
。「
学
館
退
切
」
が
ど
の
よ
う
な
役
職
か
定

か
で
な
い
が
、
こ
の
頃
ま
で
継
続
し
て
学
館
に
関
わ
り
が
あ
っ
た
こ
と
が

う
か
が
え
る
。
残
念
な
が
ら
こ
れ
以
降
の
記
録
は
見
当
た
ら
ず
、
半
衛
に

家
督
を
相
続
さ
せ
た
時
期
や
、
半
衛
が
ど
の
よ
う
な
役
職
に
就
い
て
い
た

の
か
を
知
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。

し
か
し
な
が
ら
、
学
問
に
通
じ
た
父
の
も
と
、
半
衛
も
ま
た
そ
の
感
化

を
受
け
て
育
っ
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。
重

の
御
役
御
免
後
、
学
館
業
務

に
就
い
て
い
た
可
能
性
も
あ
る
。
弘
化
元
年
（
一
八
四
四
）
二
月
二
十
三

日
に
生
ま
れ
た
半
衛
は
、
重

に
関
す
る
最
後
の
記
録
と
な
る
安
政
六
年

（
一
八
五
九
）
に
は
満
十
五
歳
、
明
治
維
新
を
迎
え
る
明
治
元
年
（
一
八

六
八
）
に
は
満
二
十
四
歳
に
な
っ
て
い
る
た
め
、
記
録
の
空
白
期
間
中
に

家
督
を
相
続
し
、
藩
政
に
参
画
し
て
い
て
も
お
か
し
く
な
い
。
空
白
期
の

資
料
が
見
つ
か
れ
ば
、
半
衛
の
人
物
像
を
知
る
手
掛
か
り
が
得
ら
れ
そ
う

で
あ
る
。
資
料
の
発
掘
や
公
開
を
含
め
た
今
後
の
研
究
の
進
展
に
期
待
し

た
い
。

四

宇
野
村
で
の
暮
ら
し

半
衛
に
代
替
わ
り
し
た
角
一
家
は
、
藩
の
解
体
と
と
も
に
「
中
津
の
邸

宅
を
引
払
っ
て
山
国
川
を
南
に
一
里
半
、
宇
野
村
と
い
う
農
村
に
」
移
り

住
ん
だ
。
廃
藩
置
県
が
行
わ
れ
た
の
は
明
治
四
年
（
一
八
七
一
）
の
こ
と

で
あ
る
か
ら
、
そ
の
前
後
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
家
禄
奉
還
金
の
支
給
は
明

治
三
年
か
ら
始
ま
っ
て
い
る
が
、
一
般
に
奉
還
を
申
し
出
る
者
は
少
な
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く
、
明
治
政
府
は
明
治
九
年
（
一
八
七
六
）
八
月
に
秩
禄
奉
還
を
命
じ
る

と
同
時
に
、
金
録
公
債
証
書
発
行
条
例
を
発
布
し
て
秩
禄
処
分
を
行
っ
て

い
る
。
移
転
の
時
期
は
早
く
て
明
治
三
年
以
降
、
世
間
一
般
の
士
族
の
動

き
と
通
じ
て
い
る
な
ら
ば
明
治
九
年
（
一
八
七
六
）
頃
の
こ
と
と
考
え
ら

８
）

れ
る
。

た
だ
し
中
津
藩
で
は
、
明
治
二
年
以
来
、
藩
庁
の
職
制
改
革
や
軍
制
改

革
な
ど
の
政
治
改
革
を
行
う
一
環
と
し
て
、
明
治
四
年
（
一
八
七
一
）
六

月
十
一
日
に
「
帰
農
商
ヲ
許
ス
」
旨
が
諸
藩
士
に
伝
え
ら
れ
た
。
そ
の

際
、
士
族
、
卒
族
併
せ
て
一
七
〇
余
人
が
帰
農
商
を
申
請
し
、
士
族
に
は

一
人
当
た
り
五
〇
円
、
卒
族
に
は
一
人
当
た
り
二
五
円
が
就
産
金
と
し
て

支
給
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
で

９
）

あ
る
。
角
家
が
宇
野
村
に
転
居
し
た
正
確
な

時
期
は
不
明
だ
が
、
明
治
四
年
頃
だ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
ど
ち
ら
に

し
て
も
、
春
子
は
明
治
三
年
十
月
二
十
七
日
生
ま
れ
で
あ
る
の
で
、
お
そ

ら
く
生
ま
れ
た
の
は
中
津
の
城
下
町
で
、
物
心
が
つ
い
た
こ
ろ
に
は
宇
野

村
に
転
居
、
帰
農
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

角
家
が
移
住
し
た
宇
野
村
は
、
今
で
も
周
囲
を
田
畑
に
囲
ま
れ
た
閑
静

な
住
宅
地
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
当
時
は
も
っ
と
民
家
も
少
な
か
っ
た
は
ず

で
あ
る
。
維
新
後
の
行
政
区
画
に
よ
っ
て
中
津
市
の
あ
る
大
分
県
と
は
切

り
離
さ
れ
て
い
る
が
、
旧
中
津
藩
領
だ
っ
た
地
域
で
あ
る
た
め
、
な
ん
ら

か
の
所
縁
が
あ
る
土
地
だ
と
思
わ
れ
る
。

宇
野
に
転
居
す
る
以
前
、
明
治
二
年
（
一
八
六
九
）
九
月
二
十
八
日

に
、
半
衛
は
恩
田
金
兵
衛
の
三
女
エ
イ
と
結
婚
し
て
い
る
。
渉
園
の
存
命

中
で
あ
っ
た
か
ど
う
か
は
不
明
で
あ
る
が
、
除
籍
謄
本
か
ら
結
婚
当
時
の

戸
主
は
半
衛
と
な
っ
て
お
り
、
家
督
相
続
後
で
あ
っ
た
こ
と
は
明
ら
か
で

あ
る
。
除
籍
謄
本
に
残
さ
れ
て
い
る
渉
園
と
い
う
名
は
、
続
柄
か
ら
み
て

重

の
隠
居
後
の
名
前
だ
と
考
え
ら
れ
る
が
、
前
述
し
た
通
り
渉
園
は
宇

野
に
在
籍
し
た
形
跡
が
な
い
た
め
、
そ
れ
以
前
に
隠
居
、
死
亡
し
て
い
る

図
二

新
旧
角
邸
の
略
地
図
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可
能
性
が
高
い
。

半
衛
の
妻
・
エ
イ
の
父
は
恩
田
金
兵
衛

行
、
母
は
奥
平
直
記
正
中
の

娘
で
あ
る
。
恩
田
家
は
長
篠
の
戦
い
以
前
か
ら
奥
平
家
に
仕
え
た
古
参
の

家
臣
で
、
角
家
と
は
同
じ
伴
番
格
の
家
柄
で
あ
る
。
春
子
の
両
親
は
、
と

も
に
伴
番
で
格
式
高
い
家
柄
の
出
身
で
あ
る
。『
思
ひ
出
』
の
中
で
春
子

が
述
懐
し
て
い
る
よ
う
に
、
家
政
の
切
り
盛
り
に
も
不
慣
れ
だ
っ
た
で
あ

ろ
う
両
親
は
、
禄
を
失
っ
た
後
は
新
た
に
宇
野
村
に
居
を
構
え
帰
農
し

た
。
帰
農
し
た
と
は
い
え
、
こ
の
頃
も
女
中
や
下
男
の
一
人
や
二
人
は
お

い
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
人
を
雇
っ
て
野
山
を
開
墾
し
た
り
、
養
蚕

や
茶
の
製
造
な
ど
を
行
っ
た
よ
う
で
あ
る
が
、
ど
れ
も
う
ま
く
い
か
な
か

っ
た
。
春
子
は
後
年
、
娘
に
「
実
父
の
す
る
こ
と
な
す
こ
と
す
べ
て
、
人

ま
ね
と
手
遅
れ
」「
士
族
の
商
法
」
で
あ
っ
た
と
語
っ
て

10
）

い
る
。
同
僚
に

勧
め
ら
れ
る
ま
ま
に
鶏
を
大
量
に
飼
っ
て
は
盗
ま
れ
た
り
、
野
犬
に
襲
わ

れ
た
り
し
て
失
敗
し
て
い
る
。
ま
た
、
当
時
万
年
青
（
オ
モ
ト
）
と
い
う

ユ
リ
科
の
常
緑
多
年
草
が
流
行
し
、
一
時
は
投
機
的
な
値
段
に
跳
ね
上
が

っ
た
り
も
し
て
い
た
。
半
衛
も
勧
め
ら
れ
て
作
っ
た
が
す
で
に
流
行
は
過

ぎ
去
り
、
こ
れ
も
失
敗
し
た
よ
う
で
あ
る
。
ど
の
程
度
の
規
模
で
栽
培
し

て
い
た
の
か
わ
か
ら
な
い
が
、
か
な
り
の
損
失
を
出
し
た
の
で
は
な
か
ろ

う
か
。

春
子
は
父
親
の
こ
う
し
た
失
敗
を
目
の
当
た
り
に
し
、「
何
ご
と
も
人

の
や
ら
ぬ
う
ち
に
先
手
、
先
手
を
打
た
ね
ば
負
け
、
何
ご
と
も
頭
を
働
か

せ
て
先
見
の
明
が
な
く
ば
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だ
め
」
だ
と
悟
っ
た
と
い
う
。
身
近
に
見
て
き

た
父
の
姿
は
あ
る
意
味
で
反
面
教
師
と
な
り
、
春
子
の
理
想
の
男
性
像
が

形
成
さ
れ
て
い
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

半
衛
の
事
業
は
な
か
な
か
う
ま
く
い
か
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
が
、
春

子
の
後
に
男
児
も
三
人
生
ま
れ
、
家
族
仲
良
く
暮
ら
し
て
い
た
。
春
子
は

弟
三
人
と
机
を
並
べ
て
論
語
の
暗
誦
を
し
た
り
、
弟
を
相
手
に
勇
ま
し
く

遊
ん
だ
こ
と
を
懐
か
し
ん
で
い
る
。
半
衛
は
生
計
を
立
て
る
一
助
と
し
て

書
道
や
論
語
を
教
え
て
い
た
と
い
う
の
で
、
そ
の
延
長
で
春
子
も
男
児
と

一
緒
に
手
習
い
を
受
け
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
実
際
、
春
子
直
筆
の
書
簡

類
は
漢
字
も
用
い
ら
れ
て
お
り
、
一
通
り
の
教
養
を
身
に
着
け
て
い
た
こ

と
が
わ
か
る
。

江
戸
時
代
以
来
の
伝
統
的
な
女
子
教
育
に
お
い
て
は
、
上
級
士
族
の
家

庭
で
あ
っ
て
も
、
女
子
に
対
す
る
教
育
は
仮
名
の
読
み
書
き
に
留
ま
り
、

漢
字
の
読
み
書
き
ま
で
習
得
さ
せ
る
こ
と
は
少
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。
姉
弟
と
は
い
え
男
女
が
机
を
並
べ
て
共
に
学
ぶ
姿
は
維
新
後
に
起

こ
っ
た
時
代
の
変
化
な
の
か
、
洋
学
も
積
極
的
に
取
り
入
れ
て
い
た
中
津

藩
の
特
色
な
の
か
、
そ
れ
と
も
角
家
が
特
別
で
あ
っ
た
の
か
、
そ
の
あ
た

り
は
判
然
と
し
な
い
。
各
家
庭
の
事
情
に
よ
っ
て
、
女
子
教
育
に
対
す
る

考
え
は
ま
ち
ま
ち
で
あ
る
こ
と
は
疑
い
な
い
。

他
藩
の
事
例
で
は
あ
る
が
、
長
岡
藩
筆
頭
家
老
を
努
め
る
稲
垣
茂
光
の

六
女
・
杉
本
鉞
子
の
場
合
に
は
、
姉
た
ち
は
全
員
一
般
的
な
女
子
教
育
を

受
け
た
に
も
拘
わ
ら
ず
、
鉞
子
は
一
人
だ
け
漢
籍
等
の
教
養
を
身
に
つ
け

る
よ
う
育
て
ら
れ
た
。
と
い
う
の
も
、
出
生
時
に
へ
そ
の
緒
が
頸
に
巻
き

春子の出自に関する基礎的研究



つ
い
た
状
態
で
生
ま
れ
た
ら
し
く
、
当
時
の
そ
の
地
の
言
い
伝
え
で
は
、

仏
様
か
ら
の
じ
き
じ
き
の
御
示
し
を
受
け
、
尼
と
な
る
べ
き
定
め
を
も
っ

て
生
ま
れ
た
子
で
あ
る
と
信
じ
ら
れ
て
い
た
か
ら
だ
と
い
う
。
そ
の
た

め
、
父
親
の
信
頼
す
る
菩
提
寺
の
僧
を
学
問
の
師
匠
と
し
て
迎
え
、
主
に

孔
子
の
事
蹟
と
漢
籍
に
関
す
る
教
養
を
身
に
つ
け
さ
せ
ら
れ
た
。

ま
た
、
信
州
の
上
級
士
族
の
娘
で
あ
る
鳩
山
春
子
の
場
合
に
は
、
末
子

の
た
め
に
か
わ
い
が
ら
れ
て
い
た
こ
と
も
あ
り
、
母
に
願
っ
て
漢
学
の
先

生
の
許
へ
通
わ
せ
て
も
ら
う
こ
と
が
で
き
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
開
明

的
な
思
想
の
持
ち
主
や
、
男
子
の
少
な
い
家
庭
で
は
女
子
に
も
漢
学
を
身

に
つ
け
さ
せ
る
こ
と
が
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

し
か
し
、
こ
れ
ら
の
事
例
は
一
般
的
で
は
な
く
、
江
戸
時
代
に
は
教
育

に
限
ら
ず
一
般
に
男
女
の
別
は
は
っ
き
り
し
て
お
り
、
良
家
の
婦
女
と
も

な
る
と
外
に
出
る
の
は
「
盆
暮
に
実
家
へ
の
挨
拶
、
親
戚
の
吉
凶
、
親
の

命
日
の
墓
参
り
、
神
社
の
参
詣
ぐ
ら
い
の
も
の
で
、
ほ
か
に
は
ま
ず
出
」

な
か
っ
た
と
い
う
。
ま
た
、
女
の
一
人
歩
き
は
は
し
た
な
い
こ
と
と
さ
れ

て
い
た
程
で
、
必
ず
連
れ
か
お
供
が
同
行
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ

れ
は
中
津
藩
に
お
い
て
も
同
様
で
、
と
り
た
て
て
女
性
の
意
思
が
尊
重
さ

れ
る
と
か
、
自
由
度
が
高
い
と
い
う
こ
と
で
も
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

角
家
の
場
合
は
、
維
新
後
の
時
代
の
変
化
も
あ
る
だ
ろ
う
が
、
重

以

来
の
学
問
を
尊
ぶ
姿
勢
と
比
較
的
開
明
的
な
思
想
と
を
受
け
継
い
だ
家
風

が
影
響
し
て
、
春
子
も
家
庭
に
お
い
て
は
男
子
と
同
様
に
教
育
を
受
け
た

も
の
と
思
わ
れ
る
。
後
に
千
九
郎
と
の
婚
姻
を
決
す
る
際
に
も
、
親
族
一

同
が
廣
池
家
の
家
庭
の
複
雑
さ
を
心
配
す
る
な
か
、
春
子
本
人
の
意
思
が

尊
重
さ
れ
て
縁
談
が
成
立
し
て
い
る
。
時
代
が
変
わ
っ
た
と
は
い
え
、
角

家
は
か
な
り
進
歩
的
な
家
庭
だ
っ
た
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
。

五

お
わ
り
に

以
上
見
て
き
た
よ
う
に
、
春
子
は
奥
平
藩
家
臣
で
伴
番
格
、
角
半
右
衛

門
家
の
十
一
代
目
の
子
孫
で
あ
る
。
母
親
の
家
系
も
同
じ
伴
番
格
で
あ

り
、
明
治
維
新
後
に
生
ま
れ
た
春
子
も
上
級
武
士
の
娘
ら
し
く
、
一
通
り

の
礼
式
と
手
習
い
や
料
理
、
裁
縫
も
身
に
着
け
た
。
三
人
の
弟
た
ち
と
と

も
に
論
語
な
ど
の
漢
籍
も
教
え
込
ま
れ
、
男
子
を
尊
ぶ
こ
と
は
当
然
と
の

教
え
を
受
け
な
が
ら
も
、
比
較
的
平
等
に
育
て
ら
れ
た
も
の
と
思
わ
れ

る
。
男
の
子
の
遊
び
で
あ
る
た
こ
揚
げ
も
得
意
だ
っ
た
と
み
え
て
、
子
ど

も
時
代
に
は
戸
外
で
快
活
に
遊
ん
だ
お
て
ん
ば
娘
だ
っ
た
の
で
は
あ
る
ま

い
か
。

親
思
い
の
春
子
も
、
父
親
が
事
業
に
連
続
し
て
失
敗
す
る
の
を
見
て
育

ち
、
父
の
よ
う
に
人
ま
ね
で
は
だ
め
だ
、
人
に
先
ん
じ
る
先
見
の
明
を
も

た
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
、
と
心
に
思
い
定
め
て
育
っ
た
こ
と
が
、
結
婚
相
手

を
選
ぶ
と
き
や
子
育
て
を
す
る
と
き
に
大
き
く
影
響
し
た
と
考
え
ら
れ

る
。
ま
た
、
後
に
夫
や
子
ど
も
の
学
問
や
教
育
に
理
解
を
示
し
、
力
を
入

れ
た
の
も
、
祖
父
の
重

以
来
の
伝
統
だ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

春
子
に
は
、
慎
ま
し
や
か
に
夫
に
付
き
従
う
古
風
な
女
性
の
イ
メ
ー
ジ
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が
つ
い
て
い
る
が
、
実
際
は
活
発
で
非
常
に
意
志
の
強
い
女
性
で
あ
る
こ

と
が
わ
か
っ
た
。
ま
た
、
両
親
や
親
族
ら
も
個
人
の
意
思
を
尊
重
す
る
柔

軟
な
思
考
の
持
ち
主
で
、
そ
れ
は
春
子
に
も
受
け
継
が
れ
た
資
質
と
い
え

る
。
千
九
郎
の
メ
モ
の
中
に
「
貧
士
族
ノ
女
ト
結
婚
、
西
洋
風
の
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家
庭
」

と
の
文
言
が
あ
り
、
ど
う
い
う
意
味
か
量
り
か
ね
て
い
た
が
、
個
人
の
意

思
を
尊
重
し
、
自
由
な
家
風
を
評
し
た
も
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

春
子
の
出
自
は
ほ
ぼ
確
定
し
た
と
い
え
る
が
、
重

と
渉
園
が
同
一
人

物
で
あ
る
と
の
決
定
的
な
証
拠
は
な
く
、
可
能
性
の
高
い
推
測
と
決
定
力

の
弱
い
事
実
と
の
積
み
重
ね
で
導
き
出
し
た
答
え
で
あ
る
。
今
後
も
新
た

な
資
料
の
発
見
に
努
め
、
確
か
な
も
の
に
し
て
い
き
た
い
。

ま
た
、
こ
こ
で
描
い
た
春
子
像
も
、
春
子
の
一
面
で
あ
る
こ
と
に
は
変

わ
り
な
く
、
さ
ら
に
新
た
な
一
面
を
見
い
だ
せ
る
よ
う
今
後
の
研
究
に
取

り
組
み
た
い
。

注１
）

半
田
隆
夫
校
訂
（
一
九
八
一

一
九
九
八
）『
中
津
藩
史
料
叢
書

中
津
藩

風
土
と
歴
史

』
第
一
〜
十
八
輯
、
中
津
市
立
小
幡
記
念
図
書
館

２
）

中
津
地
図
旧
藩
住
所
位
置
及
中
津
藩
沿
革
記
事
慶
応
明
治
之
間
」

３
）

三
木
作
次
郎
編
（
一
九
二
七
）『
旧
中
津
藩
士
族
死
亡
弔
慰
資
金
要
覧

天
保
義
社
及
中
津
銀
行
の
由
来
奥
平
家
の
系
譜
と
藩
士
の
現
状
』

４
）
『
中
津
歴
史
』
二
三
四
頁

５
）

明
治
四
年
正
月
、
官
名
国
名
を
名
前
に
用
い
る
こ
と
を
禁
じ
た
布
達
が
発

布
さ
れ
た
。

一
、
右
衛
門
、
左
衛
門
、
太
夫
、
兵
衛
、
輔
、
亮
、
祐
、
助
、
介
、
允
、

丞
、
正
、
進
、
国
名

右
之
文
字
是
迄
銘
々
通
称
に
相
用
来
り
候
処
従
天
朝
御
達
も
有
之
候
間
向
後

被
指
止
候
事

右
之
趣
可
申
伝
旨
大
参
事
衆
被
相
達
候
事

赤
松
文
二
郎
（
一
九
七
四
）「
六
二
、
改
名
之
事
」『
扇
城
遺
聞
』、
名
著
出

版
、
二
八
九

二
九
〇
頁

６
）
『
武
家
の
女
性
』
山
川
菊
栄
、
岩
波
文
庫
、
一
九
八
三
、
二
二

二
五
頁
、

八
六

八
七
頁

７
）

進
修
学
館
の
規
則
を
左
に
全
文
掲
載
す
る
。
旧
字
お
よ
び
旧
仮
名
づ
か
い

は
常
用
漢
字
等
に
筆
者
が
改
め
た
。

一
）
経
義
朱
註
を
宗
と
し
兼
て
古
註
を
用
う
べ
し
、
異
説
を
以
て
紛
乱
す

べ
か
ら
ず
、
但
深
遠
な
る
自
得
卓
見
の
所
見
之
有
候
は
此
限
に
あ
ら
ず

二
）
詩
李
朴
を
宗
と
し
、
文
韓
柳
を
宗
と
し
、
学
力
次
第
古
に
復
す
べ
し

三
）
慎
て
公
法
を
相
守
る
べ
し
、
御
政
事
館
中
に
於
て
評
判
非
議
致
す
べ

か
ら
ず
、
但
館
中
の
清
議
道
理
事
務
に
相
叶
い
御
取
用
之
有
候
は
評
判
と
別
段

の
事四

）
治
理
は
資
治
通
鑑
、
通
鑑
綱
目
、
大
学
衍
義
補
、
文
献
通
考
、
杜
氏

通
典
等
の
書
に
据
え
て
之
を
構
ず
べ
し
、
時
務
連
達
致
様
修
学
可
致
也

五
）
古
人
礼
楽
を
以
て
人
材
を
成
し
、
今
日
は
読
書
の
外
別
に
道
具
之
無

候
間
、
誠
意
持
敬
の
工
夫
欠
可
不
、
俗
学
の
徒
、
修
身
の
要
を
知
ら
ず
、
読
書

多
し
と
雖
心
術
俗
人
と
異
な
る
之
無
は
誠
に
名
教
の
罪
人
な
り

六
）
士
の
志
す
所
は
忠
孝
道
義
な
り
、
文
芸
は
皆
忠
孝
道
義
の
為
に
致
候

事
に
て
、
初
よ
り
二
致
之
無
万
殊
一
貫
の
分
是
也

七
）
洒
掃
応
対
は
勿
論
、
観
覧
遊
息
の
時
と
て
も
、
志
懈
ら
ざ
れ
ば
皆
修

学
の
事
に
あ
ら
ず
と
い
う
事
な
し
、
故
に
曰
く
、
学
者
は
志
を
先
に
す
と
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八
）
今
の
弓
馬
は
古
の
射
御
、
今
の
諸
式
法
は
古
の
小
儀
、
今
の
詩
は
古

の
雅
頌
、
今
の
唐
楽
は
古
楽
の
遺
声
、
其
意
を
取
り
其
流
に
泥
ま
ざ
れ
ば
、
皆

修
身
の
具
と
な
す
べ
き
也

九
）
最
禁
ず
べ
き
は
鄙
熟
頑
固
の
俗
習
、
軽
薄
浮
華
の
流
風
、
誇
大
侮
陵

の
慢
気
也

十
）
義
気
名
節
古
人
を
希
う
べ
し
、
東
漢
趙
宋
其
人
尤
多
し
、
時
々
其
事

蹟
を
講
述
し
其
風
に
興
る
べ
き
也

十
一
）
切
磨
感
観
は
遊
学
生
の
第
一
得
意
に
候
事
也
、
相
任
し
相
励
し
善

責
不
能
教
之
類
館
中
の
急
務
欠
、
謙
譲
抑
損
有
若
無
実
若
虚
の
高
風
を
慕
う
べ

き
も
の
也

十
二
）
遊
戯
宴
安
の
事
館
中
に
於
て
之
を
禁
ず
、
若
、
惰
遊
の
士
之
有
候

は
ば
師
友
よ
り
幾
重
に
も
之
を
励
ま
す
べ
し
、
若
、
失
席
あ
る
人
は
館
籍
を
削

る
べ
し

８
）

明
治
新
政
府
は
、
明
治
二
年
に
版
籍
奉
還
を
断
行
し
、
明
治
三
年
に
農

業
、
商
業
に
転
出
す
る
も
の
に
賜
金
制
を
設
け
、
禄
高
五
年
分
を
一
時
に
払
い

下
げ
た
。
ま
た
、
明
治
六
年
か
ら
七
年
に
か
け
て
、
仰
資
奉
還
を
許
可
し
最
高

で
六
年
分
の
録
を
現
金
お
よ
び
公
債
に
よ
っ
て
下
付
し
て
い
る
。

９
）

廣
池
千
九
郎
『
中
津
歴
史
』
二
五
二
頁

10
）

廣
池
富
、
一
九
八
六
『
父

廣
池
千
九
郎
』
広
池
学
園
出
版
部
、
三
三
四

頁11
）

同
書
、
三
三
四
頁

12
）

廣
池
千
九
郎
記
念
館
所
蔵
資
料

キ
ー
ワ
ー
ド：

廣
池
（
角
）
春
子
、
奥
平
家
家
臣
、
角
半
右
衛
門
、
進
修
学
館
）
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